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 内  閣  府 、 総 務  省 、 法 務 省 、  
○ 財  務  省 、 厚 生 労 働 省 、 農 林 水 産 省 、 令 第    号  

 経 済 産 業 省 、 国 土 交 通 省  

 経 済 施 策 を 一 体 的 に 講 ず る こ と に よ る 安 全 保 障 の 確 保 の 推 進 に 関 す る 法 律 及 び 株 式 会 社 国 際 協 力 銀 行 法 の

一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 八 年 法 律 第 三 十 八 号 ） の 一 部 の 施 行 に 伴 い 、 並 び に 重 要 電 子 計 算 機 に 対 す る 不 正

な 行 為 に よ る 被 害 の 防 止 に 関 す る 法 律 （ 令 和 七 年 法 律 第 四 十 二 号 ） 第 四 条 第 一 項 及 び 第 五 条 の 規 定 に 基 づ き 、  

重 要 電 子 計 算 機 に 対 す る 不 正 な 行 為 に よ る 被 害 の 防 止 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 特 別 社 会 基 盤 事 業 者 に よ る 特 定

侵 害 事 象 等 の 報 告 等 に 関 す る 命 令 の 一 部 を 改 正 す る 命 令 を 次 の よ う に 定 め る 。  

  令 和 八 年  月    日  

                                  内 閣 総 理 大 臣 高 市 早 苗   

                                    総 務 大 臣 林   芳 正   

                                    法 務 大 臣 平 口  洋   

                                    財 務 大 臣 片 山 さ つ き   

                                  厚 生 労 働 大 臣 上 野 賢 一 郎   

                                  農 林 水 産 大 臣 鈴 木 憲 和   
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                                  経 済 産 業 大 臣 赤 澤 亮 正   

                                  国 土 交 通 大 臣 金 子 恭 之   
重 要 電 子 計 算 機 に 対 す る 不 正 な 行 為 に よ る 被 害 の 防 止 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 特 別 社 会 基 盤 事 業 者 に よ

る 特 定 侵 害 事 象 等 の 報 告 等 に 関 す る 命 令 の 一 部 を 改 正 す る 命 令  

重 要 電 子 計 算 機 に 対 す る 不 正 な 行 為 に よ る 被 害 の 防 止 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 特 別 社 会 基 盤 事 業 者 に よ る 特  

内  閣  府 、 総 務  省 、 法  務  省 、  

定 侵 害 事 象 等 の 報 告 等 に 関 す る 命 令 （ 令 和 八 年 財 務 省 、 厚 生 労 働 省 、 農 林 水 産 省 、 令 第 四 号 ） の 一 部 を  

経 済 産 業 省 、 国 土 交 通 省  

次 の よ う に 改 正 す る 。  

 次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線

を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め る 。



 

 3
 

改 正 後 改 正 前 
（ 特 定 重 要 電 子 計 算 機 の 届 出 ） 

第 二 条 ［ 略 ］ 

２ 特 別 社 会 基 盤 事 業 者 が 経 済 安 全 保 障 推 進 法 第 五 十 条 第 一 項 の 規 定 に

よ る 指 定 を 受 け た 日 か ら 二 月 以 内 に 導 入 し た 特 定 重 要 電 子 計 算 機 （ 当

該 指 定 に 係 る 特 定 社 会 基 盤 事 業 （ 同 項 に 規 定 す る 特 定 社 会 基 盤 事 業 を

い う 。 第 四 条 第 二 項 第 一 号 に お い て 同 じ 。 ） の 用 に 供 さ れ る 特 定 重 要

設 備 に 係 る も の に 限 る 。 ） に 対 す る 前 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同

項 中 「 当 該 特 定 重 要 電 子 計 算 機 を 導 入 し た 日 か ら 四 月 以 内 」 と あ る の

は 、 「 経 済 安 全 保 障 推 進 法 第 五 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 指 定 を 受 け た

日 か ら 六 月 以 内 」 と す る 。 た だ し 、 当 該 特 別 社 会 基 盤 事 業 者 が 経 済 安

全 保 障 推 進 法 第 五 十 三 条 第 一 項 各 号 の い ず れ か に 掲 げ る 事 由 に よ り 経

済 安 全 保 障 推 進 法 第 五 十 条 第 一 項 の 主 務 省 令 で 定 め る 基 準 に 該 当 す る

こ と と な っ た 者 で あ る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。 

３ ［ 略 ］ 

４ 特 定 重 要 設 備 又 は 構 成 設 備 （ 経 済 安 全 保 障 推 進 法 第 五 十 二 条 第 二 項

第 二 号 ハ の 主 務 省 令 で 定 め る 設 備 、 機 器 、 装 置 又 は プ ロ グ ラ ム を い う

。 以 下 こ の 項 及 び 次 条 第 三 項 に お い て 同 じ 。 ） で あ る 特 定 重 要 電 子 計

算 機 に 係 る 第 一 項 の 届 出 書 に つ い て は 、 経 済 安 全 保 障 推 進 法 第 五 十 二

条 第 一 項 又 は 第 十 一 項 の 規 定 に よ る 当 該 特 定 重 要 設 備 の 導 入 の 届 出 を

行 っ て い る 場 合 （ 当 該 特 定 重 要 設 備 又 は 当 該 構 成 設 備 の 名 称 が 当 該 特

定 重 要 電 子 計 算 機 の 製 品 名 （ ク ラ ウ ド ・ コ ン ピ ュ ー テ ィ ン グ ・ サ ー ビ

ス （ 情 報 通 信 技 術 を 活 用 し た 行 政 の 推 進 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 四 年

法 律 第 百 五 十 一 号 ） 第 二 十 三 条 第 一 項 に 規 定 す る ク ラ ウ ド ・ コ ン ピ ュ

ー テ ィ ン グ ・ サ ー ビ ス を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） の 使 用 に

（ 特 定 重 要 電 子 計 算 機 の 届 出 ） 

第 二 条 ［ 同 上 ］ 

２ 特 別 社 会 基 盤 事 業 者 が 経 済 安 全 保 障 推 進 法 第 五 十 条 第 一 項 の 規 定 に

よ る 指 定 を 受 け た 日 か ら 二 月 以 内 に 導 入 し た 特 定 重 要 電 子 計 算 機 （ 当

該 指 定 に 係 る 特 定 社 会 基 盤 事 業 （ 同 項 に 規 定 す る 特 定 社 会 基 盤 事 業 を

い う 。 第 四 条 第 二 項 第 一 号 に お い て 同 じ 。 ） の 用 に 供 さ れ る 特 定 重 要

設 備 に 係 る も の に 限 る 。 ） に 対 す る 前 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同

項 中 「 当 該 特 定 重 要 電 子 計 算 機 を 導 入 し た 日 か ら 四 月 以 内 」 と あ る の

は 、 「 経 済 安 全 保 障 推 進 法 第 五 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 指 定 を 受 け た

日 か ら 六 月 以 内 」 と す る 。 

 

 

 

３ ［ 同 上 ］ 

４ 特 定 重 要 設 備 又 は 構 成 設 備 （ 特 定 重 要 設 備 の 一 部 を 構 成 す る 設 備 、

機 器 、 装 置 又 は プ ロ グ ラ ム で あ っ て 、 経 済 安 全 保 障 推 進 法 第 五 十 二 条

第 二 項 第 二 号 ハ に 規 定 す る 特 定 妨 害 行 為 の 手 段 と し て 使 用 さ れ る お そ

れ が あ る も の を い う 。 以 下 こ の 項 及 び 次 条 第 三 項 に お い て 同 じ 。 ） で

あ る 特 定 重 要 電 子 計 算 機 に 係 る 第 一 項 の 届 出 書 に つ い て は 、 経 済 安 全

保 障 推 進 法 第 五 十 二 条 第 一 項 又 は 第 十 一 項 の 規 定 に よ る 当 該 特 定 重 要

設 備 の 導 入 の 届 出 を 行 っ て い る 場 合 （ 当 該 特 定 重 要 設 備 又 は 当 該 構 成

設 備 の 名 称 が 当 該 特 定 重 要 電 子 計 算 機 の 製 品 名 （ ク ラ ウ ド ・ コ ン ピ ュ

ー テ ィ ン グ ・ サ ー ビ ス （ 情 報 通 信 技 術 を 活 用 し た 行 政 の 推 進 等 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 百 五 十 一 号 ） 第 二 十 三 条 第 一 項 に 規 定 す る
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係 る 特 定 重 要 電 子 計 算 機 に あ っ て は 、 当 該 ク ラ ウ ド ・ コ ン ピ ュ ー テ ィ

ン グ ・ サ ー ビ ス の 名 称 。 次 項 第 四 号 及 び 次 条 第 三 項 に お い て 同 じ 。 ）

と 同 一 で あ り 、 か つ 、 当 該 特 定 重 要 設 備 又 は 当 該 構 成 設 備 の 供 給 者 の

名 称 又 は 氏 名 が 当 該 特 定 重 要 電 子 計 算 機 の 製 造 者 名 （ ク ラ ウ ド ・ コ ン

ピ ュ ー テ ィ ン グ ・ サ ー ビ ス の 使 用 に 係 る 特 定 重 要 電 子 計 算 機 に あ っ て

は 、 当 該 ク ラ ウ ド ・ コ ン ピ ュ ー テ ィ ン グ ・ サ ー ビ ス を 提 供 す る 事 業 者

名 。 次 項 第 五 号 に お い て 同 じ 。 ） と 同 一 で あ る 場 合 に 限 る 。 ） に は 、

当 該 届 出 に 係 る 経 済 安 全 保 障 推 進 法 第 五 十 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 導 入

等 計 画 書 （ 経 済 安 全 保 障 推 進 法 の 規 定 に よ る 変 更 を し た と き は 、 そ の

変 更 後 の も の ） 又 は 同 条 第 十 一 項 に 規 定 す る 緊 急 導 入 等 届 出 書 （ 経 済

安 全 保 障 推 進 法 の 規 定 に よ る 変 更 を し た と き は 、 そ の 変 更 後 の も の ）

及 び 特 別 社 会 基 盤 事 業 者 の 連 絡 先 を 記 載 し た 書 面 の 提 出 を も っ て 、 当

該 特 定 重 要 電 子 計 算 機 に 係 る 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 書 の 提 出 に 代 え

る こ と が で き る 。 

 

５ ［ 略 ］ 

 

ク ラ ウ ド ・ コ ン ピ ュ ー テ ィ ン グ ・ サ ー ビ ス を い う 。 以 下 こ の 項 に お い

て 同 じ 。 ） の 使 用 に 係 る 特 定 重 要 電 子 計 算 機 に あ っ て は 、 当 該 ク ラ ウ

ド ・ コ ン ピ ュ ー テ ィ ン グ ・ サ ー ビ ス の 名 称 。 次 項 第 四 号 及 び 次 条 第 三

項 に お い て 同 じ 。 ） と 同 一 で あ り 、 か つ 、 当 該 特 定 重 要 設 備 又 は 当 該

構 成 設 備 の 供 給 者 の 名 称 又 は 氏 名 が 当 該 特 定 重 要 電 子 計 算 機 の 製 造 者

名 （ ク ラ ウ ド ・ コ ン ピ ュ ー テ ィ ン グ ・ サ ー ビ ス の 使 用 に 係 る 特 定 重 要

電 子 計 算 機 に あ っ て は 、 当 該 ク ラ ウ ド ・ コ ン ピ ュ ー テ ィ ン グ ・ サ ー ビ

ス を 提 供 す る 事 業 者 名 。 次 項 第 五 号 に お い て 同 じ 。 ） と 同 一 で あ る 場

合 に 限 る 。 ） に は 、 当 該 届 出 に 係 る 経 済 安 全 保 障 推 進 法 第 五 十 二 条 第

一 項 に 規 定 す る 導 入 等 計 画 書 （ 経 済 安 全 保 障 推 進 法 の 規 定 に よ る 変 更

を し た と き は 、 そ の 変 更 後 の も の ） 又 は 同 条 第 十 一 項 に 規 定 す る 緊 急

導 入 等 届 出 書 （ 経 済 安 全 保 障 推 進 法 の 規 定 に よ る 変 更 を し た と き は 、

そ の 変 更 後 の も の ） 及 び 特 別 社 会 基 盤 事 業 者 の 連 絡 先 を 記 載 し た 書 面

の 提 出 を も っ て 、 当 該 特 定 重 要 電 子 計 算 機 に 係 る 第 一 項 の 規 定 に よ る

届 出 書 の 提 出 に 代 え る こ と が で き る 。 

５ ［ 同 上 ］ 

 

（ 特 定 侵 害 事 象 等 の 報 告 ） 

第 四 条 ［ 略 ］ 

２ 法 第 五 条 の 規 定 に よ る 報 告 は 、 特 定 侵 害 事 象 又 は 前 項 の 事 象 （ 次 に

掲 げ る 事 象 を 除 く 。 以 下 こ の 条 に お い て 「 特 定 侵 害 事 象 等 」 と い う 。

） の 発 生 を 認 知 し た 後 、 速 や か に 、 特 別 社 会 基 盤 事 業 所 管 大 臣 及 び 内

閣 総 理 大 臣 に 次 項 に 掲 げ る 事 項 （ 同 項 第 三 号 か ら 第 七 号 ま で に 掲 げ る

事 項 に つ い て は 、 報 告 を し よ う と す る 時 点 に お い て 認 知 し て い る も の

に 限 る 。 ） を 記 載 し た 報 告 書 （ 特 別 社 会 基 盤 事 業 所 管 大 臣 及 び 内 閣 総

理 大 臣 が 定 め る 様 式 に よ る 報 告 書 を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。

（ 特 定 侵 害 事 象 等 の 報 告 ） 

第 四 条 ［ 同 上 ］ 

２ 法 第 五 条 の 規 定 に よ る 報 告 は 、 特 定 侵 害 事 象 又 は 前 項 の 事 象 （ 次 に

掲 げ る 事 象 を 除 く 。 以 下 こ の 条 に お い て 「 特 定 侵 害 事 象 等 」 と い う 。

） の 発 生 を 認 知 し た 後 、 速 や か に 、 特 別 社 会 基 盤 事 業 所 管 大 臣 及 び 内

閣 総 理 大 臣 に 次 項 に 掲 げ る 事 項 （ 同 項 第 三 号 か ら 第 七 号 ま で に 掲 げ る

事 項 に つ い て は 、 報 告 を し よ う と す る 時 点 に お い て 認 知 し て い る も の

に 限 る 。 ） を 記 載 し た 報 告 書 （ 特 別 社 会 基 盤 事 業 所 管 大 臣 及 び 内 閣 総

理 大 臣 が 定 め る 様 式 に よ る 報 告 書 を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。
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） を 提 出 す る と と も に 、 当 該 特 定 侵 害 事 象 等 の 発 生 を 認 知 し た 日 か ら

三 十 日 以 内 に 、 特 別 社 会 基 盤 事 業 所 管 大 臣 及 び 内 閣 総 理 大 臣 に 次 項 に

掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 報 告 書 を 提 出 し て 行 う も の と す る 。 

一 特 別 社 会 基 盤 事 業 者 （ 経 済 安 全 保 障 推 進 法 第 五 十 三 条 第 一 項 各 号

の い ず れ か に 掲 げ る 事 由 に よ り 経 済 安 全 保 障 推 進 法 第 五 十 条 第 一 項

の 主 務 省 令 で 定 め る 基 準 に 該 当 す る こ と と な っ た 者 を 除 く 。 ） が 同

項 の 規 定 に よ る 指 定 を 受 け た 日 か ら 六 月 以 内 に 発 生 し た 事 象 （ 当 該

指 定 に 係 る 特 定 社 会 基 盤 事 業 の 用 に 供 さ れ る 特 定 重 要 設 備 に 係 る 特

定 重 要 電 子 計 算 機 に お い て 発 生 し た 事 象 に 限 る 。 ） 

［ 二 ・ 三 略 ］ 

３ ［ 略 ］ 

） を 提 出 す る と と も に 、 当 該 特 定 侵 害 事 象 等 の 発 生 を 認 知 し た 日 か ら

三 十 日 以 内 に 、 特 別 社 会 基 盤 事 業 所 管 大 臣 及 び 内 閣 総 理 大 臣 に 次 項 に

掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 報 告 書 を 提 出 し て 行 う も の と す る 。 

一 特 別 社 会 基 盤 事 業 者 が 経 済 安 全 保 障 推 進 法 第 五 十 条 第 一 項 の 規 定

に よ る 指 定 を 受 け た 日 か ら 六 月 以 内 に 発 生 し た 事 象 （ 当 該 指 定 に 係

る 特 定 社 会 基 盤 事 業 の 用 に 供 さ れ る 特 定 重 要 設 備 に 係 る 特 定 重 要 電

子 計 算 機 に お い て 発 生 し た 事 象 に 限 る 。 ） 

 

 

［ 二 ・ 三 同 上 ］ 

３ ［ 同 上 ］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。 
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附  則 
（ 施 行 期 日 ） 

１  こ の 命 令 は 、 経 済 施 策 を 一 体 的 に 講 ず る こ と に よ る 安 全 保 障 の 確 保 の 推 進 に 関 す る 法 律 及 び 株 式 会 社 国

際 協 力 銀 行 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 附 則 第 一 条 第 三 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 か ら 施 行 す る 。 

（ 経 過 措 置 ） 

２  こ の 命 令 の 施 行 の 日 前 に 経 済 施 策 を 一 体 的 に 講 ず る こ と に よ る 安 全 保 障 の 確 保 の 推 進 に 関 す る 法 律 （ 令

和 四 年 法 律 第 四 十 三 号 ） 第 五 十 条 第 一 項 の 指 定 を 受 け た 者 に 対 す る こ の 命 令 に よ る 改 正 後 の 第 二 条 第 二 項

の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 す る 。 た だ し 、 当 該 特 別 社 会 基 盤 事 業 者 が 経 済 安 全 保 障 推 進 法 第 五 十

三 条 第 一 項 各 号 の い ず れ か に 掲 げ る 事 由 に よ り 経 済 安 全 保 障 推 進 法 第 五 十 条 第 一 項 の 主 務 省 令 で 定 め る 基

準 に 該 当 す る こ と と な っ た 者 で あ る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 」 と あ る の は 、 「 す る 」 と す る 。 

３  こ の 命 令 の 施 行 の 日 前 に 経 済 施 策 を 一 体 的 に 講 ず る こ と に よ る 安 全 保 障 の 確 保 の 推 進 に 関 す る 法 律 第 五

十 条 第 一 項 の 指 定 を 受 け た 者 に 対 す る こ の 命 令 に よ る 改 正 後 の 第 四 条 第 二 項 第 一 号 の 規 定 の 適 用 に つ い て

は 、 同 号 中 「 特 別 社 会 基 盤 事 業 者 （ 経 済 安 全 保 障 推 進 法 第 五 十 三 条 第 一 項 各 号 の い ず れ か に 掲 げ る 事 由 に
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よ り 経 済 安 全 保 障 推 進 法 第 五 十 条 第 一 項 の 主 務 省 令 で 定 め る 基 準 に 該 当 す る こ と と な っ た 者 を 除 く 。 ） が

同 項 」 と あ る の は 、 「 特 別 社 会 基 盤 事 業 者 が 経 済 安 全 保 障 推 進 法 第 五 十 条 第 一 項 」 と す る 。 


